
    平成24年５月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第244号    

 - 1 - 

平成24年５月 15日 (火 ) 

第 244号  

 

 

阪神水道企業団公報阪神水道企業団公報阪神水道企業団公報阪神水道企業団公報 
毎月15日発行 

 

目目目目        次次次次    

 

◇◇◇◇公公公公         告告告告◇◇◇◇     

  ○  冷暖房機保守業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施について 

  ○  消防設備保守業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施について     

  ○  施設公舎給排水設備保守業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施

について 

  ○  除草及び樹木剪定工事その１の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施につ

いて 

  ○  除草及び樹木剪定工事その２の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施につ

いて 
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◇◇◇◇公公公公                    告告告告◇◇◇◇    

 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

16号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理

規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 4年４月 2 5日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委施第１号 

委 託  名    冷暖房機保守業務委託 

 ⑵  委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 

猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号 ) 

西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号 ) 

甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

 ⑶  委託概要   冷暖房機設備の保守業務及び点検整備を一括して行う。 

  ア  主要機器費      一式 

  イ  冷暖房機設備点検工  一式 

ウ  冷暖房機設備整備工  一式 

 ⑷  委託期間   契約締結日の翌日から平成2 5年３月3 1日㈰まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし 

⑺  予定価格   非公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴ 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成2 3・2 4年度競争入札参加資

格（登録工種：管工事）を有していること。 

⑵ 自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会

社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定が

あった場合を除く。）。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 
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４  入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入

札公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウ

ンロードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、

事前に連絡すること。（電話(078)431－ 1902（直通）） 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 4年５月１日㈫ 午後５時まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 4年５月７日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、電子メ

ールできない環境にある場合は、ＦＡＸにより提出すること。（ＦＡ

Ｘ(078)431－ 2664 ）その場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部 

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛 

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 1日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 4年５月 1 4日㈪ 午後１時3 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 
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 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除 

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

100分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に
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よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等につ

いての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この業務委託の一部について締結する再委託契約及びその他

のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「再委託等」という。）を締結する場合に

おいて、その契約金額（同一の者と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）

が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提

出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定によりこの項に

準じて再委託等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出

すること。 
 
本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

 

 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

16号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理

規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 4年４月 2 5日  

                            阪神水道企業団 
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                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委施第２号 

委 託  名    消防設備保守業務委託 

 ⑵  委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 

猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号 ) 

西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号 ) 

甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

奥谷ポンプ場（芦屋市朝日ヶ丘町5 9 2番地（朝日ヶ丘北公園内）） 

水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

江の木管理坑（吹田市江の木町1 7番３号） 

大道公舎（大阪市東淀川区大道南２丁目９番5 0号） 

猪名川公舎（尼崎市田能４丁目1 6番 3 8号） 

尼崎公舎（尼崎市南塚口町４丁目５番１号） 

西宮公舎（西宮市越水町４番3 3号） 

住吉公舎（神戸市東灘区住吉山手５丁目３番1 1号） 

 ⑶  委託概要   「消防法第1 7条３の３」による消防設備の定期自主検査に基づき、

各施設の消防設備点検及び消防設備の点検整備を行う。 

  ア  主要機器及び材料費  一式 

  イ  消防設備点検工    一式 

ウ  消防設備点検整備工  一式 

 ⑷  委託期間   契約締結日の翌日から平成2 5年３月3 1日㈰まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし 

⑺  予定価格   非公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴ 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成2 3・2 4年度競争入札参加資

格（登録工種：消防施設工事）を有していること。 

⑵ 自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会

社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定が

あった場合を除く。）。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 
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  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること。（電話(078)431－ 1902（直通）） 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 4年５月１日㈫ 午後５時まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 4年５月７日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、電子メ

ールできない環境にある場合は、ＦＡＸにより提出すること。（ＦＡ

Ｘ(078)431－ 2664 ）その場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部 

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛 

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 1日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 4年５月 1 4日㈪ 午後１時4 5分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の
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価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除 

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

100分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 
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 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等につ

いての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この業務委託の一部について締結する再委託契約及びその他

のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「再委託等」という。）を締結する場合に

おいて、その契約金額（同一の者と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）

が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提

出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定によりこの項に

準じて再委託等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出

すること。 
 
本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

 

 

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

16号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和42年管理

規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 4年４月 2 5日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   
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１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委施第 1 0号  

委  託  名    施設公舎給排水設備保守業務委託 

 ⑵  委託場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号） 

淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号） 

猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号) 

尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号 ) 

西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号 ) 

甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

水質試験所（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

猪名川公舎（尼崎市田能４丁目1 6番 3 8号） 

尼崎公舎（尼崎市南塚口町４丁目５番１号） 

西宮公舎（西宮市越水町４番3 3号） 

香枦園公舎（西宮市川東町７番1 2号、2 8号及び 2 9号） 

 ⑶  委託概要   施設及び公舎における給排水設備等の保守業務を行う。 

  ア  風呂釜補修工        一式  

  イ  排水トラップ補修工     一式  

ウ  給水タンク清掃点検工    一式 

エ  下水排水ピット点検清掃工  一式 

オ  排水管洗浄工        一式 

 ⑷  委託期間   契約締結日の翌日から平成2 5年３月3 1日㈰まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし 

⑺  予定価格   非公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴ 阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成2 3・2 4年度競争入札参加資

格（登録工種：管工事）を有していること。 

⑵ 自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会

社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定が

あった場合を除く。）。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に
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連絡すること。（電話(078)431－ 1902（直通）） 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 4年５月１日㈫ 午後５時まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 4年５月７日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、電子メ

ールできない環境にある場合は、ＦＡＸにより提出すること。（ＦＡ

Ｘ(078)431－ 2664 ）その場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部 

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛 

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 1日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 4年５月 1 4日㈪ 午後２時0 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落
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札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除 

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

100分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 
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 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等につ

いての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この業務委託の一部について締結する再委託契約及びその他

のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「再委託等」という。）を締結する場合に

おいて、その契約金額（同一の者と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）

が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提

出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定によりこの項に

準じて再委託等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出

すること。 
 
本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

 

 

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を

利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札共同運

営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運用基準」

に従って行う。 

  平成 2 4年４月 2 5日  

                             阪神水道企業団 

                             企業長 山  中   敦   

１  入札に付する事項 
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 ⑴  起工番号   工管事第１号、工工第１号 

工 事  名    除草及び樹木剪定工事その１ 

 ⑵  工事場所   大道取水場（大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号）  

淀川取水場（大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号）  

猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号）  

尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

ケーキ仮置場（宝塚市長尾町3 5番） 

管路用地 1 3箇所（設計図書のとおり） 

 ⑶  工事概要    

  ア  大道取水場   構内除草及び樹木剪定工  一式 

  イ  淀川取水場   構内除草及び樹木剪定工  一式 

  ウ  猪名川浄水場  構内除草及び樹木剪定工  一式 

  エ  尼崎浄水場   構内除草及び樹木剪定工  一式 

オ  ケーキ仮置場  除草工  一式 

  カ  管路用地    除草工  一式 

 ⑷  工事期間   契約締結日の翌日から平成2 5年３月８日㈮まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし 

⑺  予定価格   非公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 3・ 2 4年度競争入札参加

資格（登録工種：造園工事）を有していること。 

⑵ 地方自治法施行令(昭和 2 2年政令第1 6号 )第 1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限

に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

⑷ 会社更生法（平成1 4年法律第1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成1 1年法律第2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会

社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定が

あった場合を除く。）。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札公

告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（任意様式）により受け付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 4年５月１日㈫ 午後５時まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 4年５月７日㈪に入札公告ページに掲載する。 
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６  入札参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を電子入札システムによ

り送信すること。 

 ⑴  提出書類 

  ア  条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

  イ  添付書類 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵  留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札システ

ム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電子メール

アドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

          阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。） 

          電子入札システムの稼働時間内（午前９時から午後８時。ただし、

最終日は午後５時まで） 

７ 紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札参加申込方法 

  やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できない場合は、次

のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。郵送は認めない。 

 ⑴  提出書類 

  ア  紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記載の

こと。） 

  イ  上記６⑴に示す提出書類 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。） 

          毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時 3 0分から午後１

時3 0分までを除く。） 

 ⑶  提出場所   本庁舎  ３階  総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

８  入札書提出期間及び方法 

 ⑴  電子入札システムにより入札する場合 

  ア  提出期間   第１日目 平成 2 4年５月1 4日㈪  午前９時から午後８時まで 

           第２日目 平成 2 4年５月1 5日㈫  午前９時から午後３時まで 

  イ  方   法    電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書様式第

３号の２甲及び乙に示す様式）を添付して送信すること。入札書、

入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印刷し保存する

こと。 

 ⑵  紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア  提出期限   入札日第２日目の午後３時まで 

  イ  方   法    本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内訳書を持

参により提出すること。郵送は認めない。 

９ 開札日時、場所及び落札候補者決定の方法 

 ⑴  開札日時   平成 2 4年５月 1 6日㈬ 午前 1 0時 0 0分から 

 ⑵  落札候補者の決定方法 

  ア  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

  イ  同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。 

  ウ  再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの
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とみなす。 

 ⑶  開札結果の通知 

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、

その内容を確認し、印刷して保存すること。 

  ア  落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」 

  イ  入札を打ち切る場合   「取止め通知書」 

  ウ  再入札の場合      「再入札通知書」 

1 0 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものと

する。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、

落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑵  審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。 

 ⑶  落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。 

1 1 入札保証金 

  免除 

1 2 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

1 3 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑶  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は
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民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 2 4年法律第1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑷  前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。 

1 4 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等につ

いての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

1 5 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返却しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でな

いこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」

第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書

の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

 

 

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を

利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札共同運

営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運用基準」

に従って行う。 

  平成 2 4年４月 2 5日  

                             阪神水道企業団 

                             企業長 山  中   敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   工送第１号、工施第１号、工工第２号 

工 事  名    除草及び樹木剪定工事その２ 

⑵ 工事場所   甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号） 

西宮ポンプ場（ 西宮市室川町２番3 2号）  

篠原量水池（神戸市灘区篠原北町４丁目6 0）  

六甲接合井（神戸市灘区篠原北町３丁目1 1番２号） 
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甲山調整池（西宮市甲山町3 5番地） 

芦屋調整池（西宮市深谷町２番3 5号） 

本山配水池（神戸市東灘区本山町北畑字伊勢講田6 1 3）  

越木岩受水池（西宮市角石町1 5番） 

住吉配水池（神戸市東灘区住吉山手５丁目 1682-1）  

本庁舎（神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

篠原公舎跡地（神戸市灘区五毛通１丁目６番地） 

住吉公舎跡地（神戸市東灘区住吉山手４丁目６番2 3号） 

管路用地 2 1箇所（設計図書のとおり） 

 ⑶  工事概要    

  ア  甲東ポンプ場    構内除草及び樹木剪定工  一式 

  イ  西宮ポンプ場    構内除草及び樹木剪定工  一式 

  ウ  配水池等      除草及び樹木剪定工  一式 

  エ  本庁舎及び公舎跡地 除草及び樹木剪定工  一式 

オ  管路用地      除草及び樹木剪定工  一式 

 ⑷  工事期間   契約締結日の翌日から平成2 5年３月８日㈮まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし 

⑺  予定価格   非公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 3・ 2 4年度競争入札参加

資格（登録工種：造園工事）を有していること。 

⑵ 地方自治法施行令(昭和 2 2年政令第1 6号 )第 1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限

に該当しないこと。 

⑶ 阪神水道企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、

入札参加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

⑷ 会社更生法（平成1 4年法律第1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成1 1年法律第2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと（会

社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定が

あった場合を除く。）。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札公

告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（任意様式）により受け付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 4年５月１日㈫ 午後５時まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 4年５月７日㈪に入札公告ページに掲載する。 
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６  入札参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を電子入札システムによ

り送信すること。 

 ⑴  提出書類 

  ア  条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

  イ  添付書類 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵  留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札システ

ム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電子メール

アドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

          阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛 

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。） 

          電子入札システムの稼働時間内（午前９時から午後８時、ただし、

最終日は午後５時まで） 

７ 紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札参加申込方法 

  やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できない場合は、次

のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。郵送は認めない。 

 ⑴  提出書類 

  ア  紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記載の

こと。） 

  イ  上記６⑴に示す提出書類 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 4年５月1 0日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。） 

          毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時 3 0分から午後１

時3 0分までを除く。） 

 ⑶  提出場所   本庁舎  ３階  総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

８  入札書提出期間及び方法 

 ⑴  電子入札システムにより入札する場合 

  ア  提出期間   第１日目 平成 2 4年５月1 4日㈪  午前９時から午後８時まで 

           第２日目 平成 2 4年５月1 5日㈫  午前９時から午後３時まで 

  イ  方   法    電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書様式第

３号の２甲及び乙に示す様式）を添付して送信すること。入札書、

入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印刷し保存する

こと。 

 ⑵  紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア  提出期限   入札日第２日目の午後３時まで 

  イ  方   法    本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内訳書を持

参により提出すること。郵送は認めない。 

９ 開札日時、場所及び落札候補者決定の方法 

 ⑴  開札日時   平成 2 4年５月 1 6日㈬ 午前 1 0時 3 0分から 

 ⑵  落札候補者の決定方法 

  ア  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

  イ  同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。 

  ウ  再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの
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とみなす。 

 ⑶  開札結果の通知 

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、

その内容を確認し、印刷して保存すること。 

  ア  落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」 

  イ  入札を打ち切る場合   「取止め通知書」 

  ウ  再入札の場合      「再入札通知書」 

1 0 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものと

する。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、

落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑵  審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。 

 ⑶  落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。 

1 1 入札保証金 

  免除 

1 2 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

1 3 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑶  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は
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民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 2 4年法律第1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑷  前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。 

1 4 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等につ

いての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

1 5 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返却しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でな

いこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」

第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書

の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

 

 


